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今
年
4
月
、
受
刑
者
が
瀬
戸
内

海
の
向
島
に
逃
走
す
る
事
件
が
発

生
。
離
島
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多

数
の
「
空
き
家
」
が
原
因
で
捜
索

活
動
は
難
航
し
、
連
日
報
道
さ

れ
た
。
向
島
（
8
，9
4
3
世
帯
、

1
，0
8
9
軒
の
空
き
家
）
は
池

田
町
と
同
規
模
で
、
従
来
と
は
異

な
る
「
空
き
家
」
の
危
険
性
が
指

摘
さ
れ
た
。

①「
池
田
町
空
家
等
対
策
協
議
会
」

の
現
状 

②
空
き
巣
被
害
の
把
握
・

対
策 

③
所
有
者
の
把
握
状
況
や

展
望
は

町
　
長

①
3
月
議
会
で
条
例
が
議
決
さ
れ

た
以
降
、
専
門
機
関
（
法
務
局

･
池
田
交
番
･
司
法
書
士
会
･

土
地
家
屋
調
査
士
会
･
宅
地
建

物
取
引
業
協
会
･
建
築
士
会
）

に
委
員
選
定
を
依
頼
、
名
簿
が

で
き
た
状
況
。
町
長
、
区
長
会

長
、
議
会
議
長
を
含
め
た
9
名

で
、
年
に
数
回

開
催
し
、
適
宜

検
証
し
て
い

く
。

②
平
成
29
年
度
が

2
件
、
今
年
は

ゼ
ロ
。
岐
阜
県

で
は
侵
入
盗
が

ワ
ー
ス
ト
ワ
ン

で
、
家
庭
で
自

衛
の
必
要
も
あ
る
。
空
き
家
の

適
正
管
理
を
促
す
た
め
「
空
き

家
の
見
回
り
サ
ー
ビ
ス
」
を
開

始
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
や
、
空
き
家
の
納
税
通
知
書

に
も
案
内
チ
ラ
シ
を
同
封
し
た

が
、
利
用
は
ゼ
ロ
。

③
空
き
家
調
査
結
果
4
2
7
軒
の

う
ち
、
5
年
以
内
に
空
き
家
に

な
っ
た
も
の
が
3
割
近
く
あ
っ

た
。
今
後
も
増
加
が
予
想
さ

れ
、
で
き
た
ら
3
年
に
1
回
程

度
、
定
期
的
に
調
査
し
て
い
き

た
い
。
危
険
家
屋
の
取
り
壊
し

等
は
、
代
執
行
が
可
能
と
な
っ

た
が
、
協
議
会
で
検
討
い
た
だ

き
進
め
て
い
く
。

　

空
き
家
所
有
者
は
把
握
で
き
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
前
回
時
点
で

危
険
家
屋
は
な
い
と
の
こ
と
だ

が
、
狭
隘
道
路
や
通
学
路
、
非
居

住
家
屋
等
で
老
朽
化
し
て
い
る
も

の
も
あ
る
。

	

町
　
長

　

調
査
以
降
、
空
き
家
の
全
体
数

は
把
握
し
て
い
な
い
。
危
険
家
屋

は
、
危
険
度
の
判
定
基
準
で
判
断

す
る
が
、
自
然
災
害
、
構
造
や
環

境
面
も
含
め
て
状
況
を
み
な
が
ら

協
議
会
で
対
応
を
考
え
て
い
く
。

　

全
国
の
所
有
者
不
明
土
地
は
九
州
よ
り
広

く
、
2
0
4
0
年
に
は
北
海
道
よ
り
広
く
な

る
と
報
道
さ
れ
た
。
所
有
者
不
明
不
動
産
は

空
き
家
以
上
に
早
急
な
対
策
が
必
要
で
、
政

府
も
「
土
地
相
続
登
記
の
義
務
化
、
登
記
官

の
調
査
権
限
拡
充
、
み
な
し
放
棄
新
設
」
等

を
検
討
し
て
い
る
。

　

①
池
田
町
の
所
有
者
不
明
不
動
産
の
件
数

と
、
そ
の
内
訳
で
「
変
則
型
登
記
」
件
数  

②
不
審
者
占
拠
や
不
法
投
棄
等
の
危
険
性
へ

の
認
識 

③
池
田
町
の
相
続
放
棄
件
数
と
そ

の
税
額
、
所
有
者
不
明
の
固
定
資
産
税
未
納

額
、
そ
の
対
策
等
は
。

	

町
　
長

　

池
田
町
で
も
、
用
地
取
得
、
農
地
集
約
、

治
山
事
業
や
保
安
林
の
指
定
等
で
支
障
が
出

て
い
る
。

①
所
有
者
不
明
不
動
産
の
全
部
は
把
握
し
て

い
な
い
。平
成
14
年
開
始
の
地
籍
調
査
は
、

35
％
の
段
階
だ
が
1
万
5
，
8
4
1
筆

中
、
4
筆
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
早
急

に
実
施
し
て
い
き
た
い
。「
変
則
型
登
記
」

も
昭
和
25
年
税
制
改
革
の
影
響
で
、
全
体

は
把
握
で
き
ず
、
公
共
事
業
等
で
判
明
す

る
の
が
実
態
で
あ
る
。
特
別
措
置
法
の
施

行
後
の
状
況
を
見
な
が
ら
進
め
て
い
き
た

い
。
役
場
窓
口
で
は
、
死
亡
届
受
理
時
に

相
続
登
記
促
進
の
た
め
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
配
布
し
P
R
し
て
い
る
。

②
向
島
は
池
田
町
と
比
較
的
似
た
と
こ
ろ
も

あ
る
が
、
中
ま
で
入
っ
て
調
べ
て
お
ら
ず

把
握
が
困
難
で
あ
り
、
空
き
家
の
リ
ス
ク

を
改
め
て
認
識
し
た
。
地
域
で
も
見
守
り

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
感
じ
た
。

③
納
税
か
ら
み
る
と
、
相
続
放
棄
が
2
件
、

相
続
人
不
在
ま
た
は
不
明
が
4
件
の
計
6

件
で
、
税
額
は
13
万
6
，
4
0
0
円
だ
が
、

徴
収
不
能
で
苦
慮
し
て
い
る
実
態
で
あ

る
。
対
策
と
し
て
は
、
相
続
財
産
管
理
人

が
選
任
さ
れ
て
お
れ
ば
そ
ち
ら
へ
請
求
可

能
だ
が
、
選
任
に
は
多
額
の
費
用
が
か
か

る
。
町
が
申
し
立
て
し
て
も
費
用
が
回
収

で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
、
費
用
対
効
果

を
見
な
が
ら
と
な
る
。
人
口
減
少
の
中
で

大
き
な
問
題
と
な
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　

相
続
放
棄
と
不
明
の
6
件
は
、
昨
年
1
年

だ
け
な
の
か
累
計
な
の
か
。
所
有
者
不
明
不

動
産
は
、
将
来
的
に
大
問
題
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
。
税
務
課
等
で
把
握
で
き
る
も
の
は

今
か
ら
対
処
す
べ
き
で
は
。

	

町
　
長

　

相
続
放
棄
と
不
明
は
、
過
去
か
ら
の
池
田

町
全
体
の
件
数
で
あ
る
。
地
籍
調
査
の
結
果

所
有
者
不
明
が
4
筆
で
あ
り
、
変
則
型
登
記

件
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。
所
有
者
不
明
不

動
産
は
比
較
的
非
課
税
の
と
こ
ろ
が
多
く
調
査

す
る
よ
り
、
地
籍
調
査
を
優
先
し
て
い
く
。

所
有
者
不
明
の
不
動
産
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空き家対策


